
支援助成金パッケージのご案内

徳島労働局

○このパンフレットの内容は、令和７年４月１日時点のものです。
○このパンフレットは、助成金の概要を記載したものです。
詳細については、各助成金の支給要領をご参照いただくほか、下記の担当部署までお問
い合わせください。

・検索表（もくじ）の 関係

業務改善助成金コールセンター

・検索表（もくじ）の 関係

雇用環境・均等室 088-652-2718

・検索表（もくじ）の 関係

職業安定部職業対策課 088-611-5387

      徳島労働局助成金センター 088-622-8609

・助成金全般に関するご相談

１

２

３ ４

0120-３６６-４４０
（受付時間 平日 9:00～１７：00）

0120-９６７-９５１
（受付時間 平日 ９：００～１７：００）

令和７年度 徳島労働局

賃上け

（徳島県社会保険労務士会内）

（受付時間 平日 8:30～１７：15）

（受付時間 平日 8:30～１７：15）

（受付時間 平日 8:30～１７：15）

徳島働き方改革推進支援センター



徳島労働局では、賃金引き上げへの取組をご検討いただいている徳島県内の事業主の皆様を支
援するため、今般、以下のとおり賃金引き上げに関する各種助成金を取りまとめたリーフレット集を
作成しましたので、積極的にご活用いただけますと幸いです。

なお、助成金によって対象事業主が異なりますので、詳細については各助成金の支給要件をご確
認ください。

賃金引上げ関係の助成金 検索表 （もくじ）

事業場内最低賃金の

引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティ

ング､人材育成･教育訓練など

（計画の承認と事業の実施後）

業務改善助成金を支給

（最大600万円）

※助成金名の右方に

   ★が付いている助成金は、令和６年度に申請された場合でも令和７年度も申請いただけます。

☆が付いている助成金は、令和６年度に申請された場合でも、要件を満たせば令和７年度も申請いただ
けます。

※解説動画がある助成金については、３ページにQRコード等を載せていますのでご覧ください。

はじめに

生産性向上等を通じて事業場内最低賃金を引き上げたい１

【助成の対象となる取組】 【助成金名】

事業場内で最も低い労働者の賃金（事業場内
最低賃金）を引き上げ、生産性向上に資する
設備投資等を行いたい。

業務改善助成金

４P

働き方改革の推進とともに賃金を引き上げたい２

８P

【助成の対象となる取組】 【助成金名】

労働時間削減や、年次有給休暇の取得促進に
向けた環境整備に取り組むとともに、賃金を
引き上げたい。

働き方改革推進支援助成金
（労働時間短縮・年休促進支援コース）

１６P

勤務間インターバル制度の導入・定着促進に
取り組むとともに、賃金を引き上げたい。

働き方改革推進支援助成金
（勤務間インターバル導入コース）

１８P

建設業、運送業等、病院等、情報通信業、宿泊
業において、労働時間削減等に向けた環境整
備に取り組むとともに、賃金を引き上げたい。

働き方改革推進支援助成金
（業種別課題対応コース）
■建設業 ・・・・・・・・・・・・・・・ ８P

■運送業等 ・・・・・・・・・・・・ １０P

■病院等 ・・・・・・・・・・・・・・ １２P

    ■情報通信業、宿泊業 ・・・・・ １４P

★

☆

☆
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001467888.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001467889.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001467890.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001467892.pdf


【助成の対象となる取組】 【助成金名】

有期雇用労働者等を正社員化し、賃金を引
き上げたい。

キャリアアップ助成金
（正社員化コース）

２２P

有期雇用労働者等の賃金を引き上げたい （キャリアアップ助成金）３ ２０P

有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改
定し、賃金を引き上げたい。

キャリアアップ助成金
（賃金規定等改定コース）

２３P

人材育成その他の賃金引上げに関する取組を行いたい４

【助成の対象となる取組】 【助成金名】

労働者に職業訓練を実施し、訓練終了後に
その賃金を引き上げたい。

人材開発支援助成金

２６P

離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い
入れ、雇い入れ前の賃金より上昇させたい。

早期再就職支援等助成金
（雇入れ支援コース）

３２P

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で
中途採用の拡大を図り、採用した45歳以上
の者全員の雇入れ時の賃金を（雇入れ前と
比べて）引き上げたい。

早期再就職支援等助成金
（中途採用拡大コース）

３４P

就労経験のない職業に就くことを希望する
就職困難者を雇い入れ、人材育成計画を策
定し、賃金を引き上げたい。

特定求職者雇用開発助成金
（成長分野等人材確保・育成コース）

３６P

労働者のスキルアップを在籍型出向により
行い、出向復帰後の賃金を引き上げたい。

産業雇用安定助成金
（スキルアップ支援コース）

４０P

雇用管理改善につながる賃金規定・人事評
価制度や雇用環境の整備などを導入し、離
職率の低下を図りたい。

人材確保等支援助成金
（雇用管理制度・雇用環境整備

助成コース）

３０P

new!

43ページ以降にも、「賃金引き上げ特設ページ」、徳島県による支援策など、賃金引き上げに関
するお役立ち情報などを掲載していますのでご確認ください！
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160737_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160737_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00012.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00012.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html


助成金の
必見！

業務改善助成金 …令和６年度の内容ですが参考にしてください

働き方改革推進支援助成金 …令和６年度の内容ですが参考にしてください

当パンフレットの内容は、令和７年４月１日時点のものですが、
新たな支援策が講じられた場合には、徳島労働局ホームページに
掲載しますので、ご覧ください。

（ Ｒ ７ ． ４ ）

支援策の詳細はHPをチェック

厚生労働省HP

「賃上げ」支援助成金パッケージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku

nitsuite/bunya/package_00007.html

概要編 助成額編 手続き編 活用事例編

手続き編共通編 業種別課題対応コース編

下記の動画はいずれも令和６年度の内容ですが、最新の動画は、

厚生労働省公式YouTubeをご確認ください。

 

厚生労働省公式YouTube
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令和７年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金
の引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティン
グ､人材育成･教育訓練など

業務改善助成金を支給
（最大600万円）

業務改善助成金とは？

助成上限額や助成率などの
詳細は中面をチェック！

対象事業者・申請の単位

※ 事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、
事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

• 中小企業・小規模事業者であること（大企業と密接な関係を有す
る企業（みなし大企業）でないこと）

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は
裏面をチェック！

別々に
申請

工場A 事務所B

計画の承認
と実施

事業完了期限賃金引き上げ期間申請期間

令和８年１月31日
令和７年５月１日～
令和７年６月30日

令和７年４月14日～
令和７年６月13日

第１期

令和８年１月31日

令和７年７月１日～
申請事業場に適用され
る地域別最低賃金改定

日の前日

令和７年６月14日～
申請事業場に適用され
る地域別最低賃金改定

日の前日

第２期

申請期限と賃金引き上げの期間

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、業務改善助成金では、雇入れ後６か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げてい

ただく必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金（国が例年10月以降に改定する都道府県単位の最低賃金額）と同様、最低賃金法第４条及

び最低賃金法施行規則第１条又は第２条の規定に基づいて算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金課室までお尋ねください。

※第３期以降の募集を行う場合、別途HPにてお知らせいたします。
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助成上限額・助成率

助成上限額

引き上げる
労働者数

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

コース
区分

事業場規模
30人未満の
事業者

右記以外
の事業者

6 0 万 円3 0 万 円１人

30円以上
30円
コース

9 0 万 円5 0 万 円２～３人

1 0 0 万 円7 0 万 円４～６人

1 2 0 万 円1 0 0 万 円７人以上

1 3 0 万 円1 2 0 万 円10人以上※

8 0 万 円4 5 万 円１人

45円以上
45円
コース

1 1 0 万 円7 0 万 円２～３人

1 4 0 万 円1 0 0 万 円４～６人

1 6 0 万 円1 5 0 万 円７人以上

1 8 0 万 円1 8 0 万 円10人以上※

1 1 0 万 円6 0 万 円１人

60円以上
60円
コース

1 6 0 万 円9 0 万 円２～３人

1 9 0 万 円1 5 0 万 円４～６人

2 3 0 万 円2 3 0 万 円７人以上

3 0 0 万 円3 0 0 万 円10人以上※

1 7 0 万 円9 0 万 円１人

90円以上
90円
コース

2 4 0 万 円1 5 0 万 円２～３人

2 9 0 万 円2 7 0 万 円４～６人

4 5 0 万 円4 5 0 万 円７人以上

6 0 0 万 円6 0 0 万 円10人以上※

助成上限額

４/５1 , 0 00円未満

３/４1 , 0 00円以上

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる
場合に対象になります。

事業場内最低賃金である労働者

事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者が

「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金1,000円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

申請事業場の事業場内最低賃金が
1,000円未満である事業者

賃金
要件

①

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
３か月間のうち任意の１か月の利益率
が前年同月に比べ３％ポイント※以上
低下している事業者

物価
高騰等
要件

②

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ
ントで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②に該当する場合は、助成
対象経費の拡充も受けられます。

物価高騰等要件に該当する事業者は、一定の
自動車の導入やパソコン等の新規導入が認め
られる場合があります。詳しくはP3の「助
成対象経費の特例」をご覧ください。
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賃金引き上げに当たっての注意点

• 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げて
いただく必要があります。

• 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。
• 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められないので、ご注意ください。

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（1,000円→1,050円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）までに事
業場内最低賃金の引き上げ（1,005
円→1,050円）を完了（※）

発効日の当日（10月１日）に
事業場内最低賃金の引き上げ
（1,005円→1,050円）を実施

対象外対象！

助成対象経費の特例

特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象外となるパソコン等や一部の
自動車も助成対象となります（パソコン等は新規導入に限ります。）。

特例事業者
（②のみ）

一般
事業者

助 成 対 象 経 費

〇〇生産性向上に資する設備投資等

〇×
生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

※ 併せて、就業規則等に事業場内最低賃金が1,050円である
旨、定めていただく必要があります。

対象となる設備投資など

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

対 象 経 費 の 例経 費 区 分

• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

機器・設備の導入

国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し経営コンサルティング

顧客管理情報のシステム化その他

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と
助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞
○事業場内最低賃金が980円
→助成率4/5

○8人の労働者を1,070円まで引上げ（90円コース）
→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

480万円
(＝600万円×4/5)

450万円
(＝助成上限額)＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）
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注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 同一事業場の申請は年度内１回までです。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の引き上げに取り組む方に、設備
資金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R7.4）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 事業主単位での申請上限600万円までとなりました。
• 大企業と密接な関係を有する企業（みなし大企業）は対象外となりました。
• 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「３か月以上」から「６か月以上」になりました。
• 事業完了期限が、2026（令和８）年１月31日※になりました。

※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により、2026（令和８）年３月31日とできる場合があります。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審
査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

令和６年度からの主な変更点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、
申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、
サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取
組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 ９:０0～17:００）

交付申請

交付申請書・事業実施
計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を
審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って
事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の
導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告
書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、
適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が
振り込まれます
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令和７年度働き方改革推進支援助成金
業種別課題対応コース（建設業）のご案内

このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や週休2日制の推進等に向けた環境整備に取
り組む、建設業の中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

ご利用の流れ

「交付申請書」を、最寄りの
労働局雇用環境・均等部
（室）に提出
（締切：11月28日（金））

交付決定後、提出した計画に
沿って取組を実施
（事業実施は、令和８年１月
30日（金）まで）

労働局に支給申請

（申請期限は、事業実施予定期間が終
了した日から起算して30日後の日また
は令和８年２月６日（金）のいずれか
早い日となります。）

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月28日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

課題別にみる助成金の活用事例

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

測量杭打ち機と
重機用センサーユニットを導入

測量作業と重機操作を効率化し、
労働時間を削減したい！

積算業務を効率化し、
労働時間を削減したい！

土木工事積算システムを導入

過去の類似工事との比較が容
易になり、より短時間で適正
な積算値を算出できるように
なった。

測量や杭打ち、重機の操作を
１人で行えるようになり、１
日当たりの作業時間が削減さ
れた。

改善の
結果

助成金
による
取組

企業の
課題

(2025.４)

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちらから。
（https://www.jgrants-
portal.go.jp/）8

https://www.jgrants-portal.go.jp/


左記「成果目標」の達成状況に応じて、左記「助成対象
となる取組」の実施に要した経費の一部を助成します。

１．成果目標①の上限額（※６）

以下のいずれにも該当する事業主が対象です。
なお、選択する成果目標に応じて、下記１～３以外に

も要件が設定されています。
詳しくは「働き方改革推進支援助成金（業種別課題対

応コース）申請マニュアル」をご参照ください。

【対象事業主の要件】
１．労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第
139条第２項に定める工作物の建設の事業その他これ
に関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主
たる事業として営む中小企業事業主(※1)であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を
整備していること。

３．交付申請時点で、36協定を締結していること。
など

(※1)中小企業事業主の範囲

以下のいずれかの要件を満たす企業が中小企業になります。

・資本または出資額が３億円以下

・常時使用する労働者が300人以下

選択した左記「成果目標」に設定された、下記１か
ら５までの助成上限額に、下記６の上限額への加算
額を合計した金額

上
限
額

上限額又は対象経費の合計額に補助率３／４(※５)を
乗じた額のいずれか低い金額を助成します。

助
成
額

① 労務管理担当者に対する研修(※2)

② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジ
タル式運行記録計の導入・更新(※3)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・
更新(※3)

(※2）研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務

研修も含みます。
(※3）長時間労働恒常化要件に該当する場合は、パソコン、タブレ

ット、スマートフォンの購入費用等が対象となります。詳しく
は申請マニュアル等をご確認ください。

（※10）常時使用する労働者数が30人以下の場合は、達成した成果目標
の助成上限額に、上記の表の２倍の上限額が加算されます。

（※11）賃上げ額そのものを助成するものではありません。

業種別課題対応コース（建設業）の助成内容

対象事業主 助成上限額と助成額

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時

間数の縮減

② 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

③ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定

する特別休暇を１つ以上新規導入

④ ９時間以上の勤務間インターバルの導入

⑤ ４週における所定休日を１日から４日以上増加

（※４）上記①から⑤の成果目標に加えて、指定する労働者の時

間当たりの賃金額を３％以上５％以上または７％以上引

き上げることを成果目標に加えることができます。

助成対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施～

２．成果目標②の上限額：25万円
３．成果目標③の上限額：25万円
４．成果目標④の上限額
勤務間インターバルを新規導入した場合の上限額は、休

息時間数に応じて、下記の表のとおりとなります。

事業実施前の設定時間数

事業実施後に設定す
る時間外労働と休日
労働の合計時間数

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月60時間を超
えて設定している事
業場

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月80時間を超
えて設定している事
業場

200万円250万円
時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間以下に設定

―150万円

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間を超え、月80
時間以下に設定

以下の「成果目標」から１つ以上を選択の上、目標達成
を目指して「助成対象となる取組」を実施してください
（※４）。

成果目標

(※７） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの
休息時間数のうち、最も短いものを指します。

(※８）勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間イン
ターバルの時間延長の場合は、上記の表の1/2が上限額となります。

５．成果目標⑤の上限額：1日増加ごとに25万円（※９）
（最大100万円）

（※９） 年間における所定休日数を定めている場合は、以下の計算式
により、４週間当たりの所定休日を算出します。
（年間所定休日数）÷（３６５日÷７）×４

６．成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算
常時使用する労働者数が30人を超える場合は、達成

した成果目標の助成上限額に、下記の表の上限額が加算
されます（※４、10、11）。

１企業当たりの上限額（※８）休息時間数(※７)

120万円９時間以上11時間未満

150万円11時間以上

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円
３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円
５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円
７％以上
引上げ

(※６）成果目標①を令和６年度に選択して支給を受けた事業主の場合、
さらに下の区分に設定時間数を縮減した場合の上限額は100万円。
（更なる削減を目標とした上で、設定時間数を同一区分内に維持等
した場合の助成上限額は一律25万円）

(※５) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥から
⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率４／５。
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このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や勤務間インターバル制度の導入等に向け
た環境整備に取り組む、自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主の皆さ
まを支援します。ぜひご活用ください。

令和７年度「働き方改革推進支援助成金｣
業種別課題対応コース（運送業等）のご案内

ご利用の流れ

「交付申請書」を、最寄りの
労働局雇用環境・均等部
（室）に提出
（締切：11月28日（金））

交付決定後、提出した計画に
沿って取組を実施
（事業実施は、令和８年１月
30日（金）まで）

労働局に支給申請

（申請期限は、事業実施予定期間が終
了した日から起算して30日後の日また
は令和８年２月６日（金）のいずれか
早い日となります。 ）

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月28日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

課題別にみる助成金の活用事例

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

運送業務を効率化し、
労働時間を削減したい！

積載量の多いトレーラーを導入

一度で多くの荷物を運べるよ
うになったことで、労働時間
が削減された。

デジタル式運行記録計を導入

運行に伴う事務作業を効率化し、
労働時間を削減したい！

運転日報や出勤簿の作成が自
動化されたことにより、労働
時間が削減された。

企業の
課題

助成金
による
取組

改善の
結果

(2025.４)

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちらから。
（https://www.jgrants-
portal.go.jp/）10
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左記「成果目標」の達成状況に応じて､左記「助成対象と
なる取組」の実施に要した経費の一部を助成します。

① 労務管理担当者に対する研修(※２)

② 労働者に対する研修(※２)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、
デジタル式運行記録計の導入・ 更新（※３）

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・
更新(※３)

(※2）研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び

業務研修も含みます。

(※3）長時間労働恒常化要件に該当する場合は、パソコン、

タブレット、スマートフォンの購入費用等が対象となります。

詳しくは申請マニュアル等をご確認ください。

以下の「成果目標」から１つ以上を選択の上、目標達
成を目指して「助成対象となる取組」を実施してくださ
い（※４）。

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時

間数の縮減

② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入

③ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定

する特別休暇を１つ以上新規導入

④ 10時間以上の勤務間インターバルの導入

（※４）上記①から④の成果目標に加えて、指定する労働者の時

間当たりの賃金額を３％以上５％以上または７％以上引

き上げることを成果目標に加えることができます。

５．成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算
常時使用する労働者数が30人を超える場合は、達成

した成果目標の助成上限額に、下記の表の上限額が加算
されます（※４、９、10）。

以下のいずれにも該当する事業主が対象です。
なお、選択する成果目標に応じて、下記１～３以外に

も要件が設定されています。
詳しくは「働き方改革推進支援助成金（業種別課題対

応コース）申請マニュアル」をご参照ください。
【対象事業主の要件】
１．労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第

140条第１項に定める自動車運転の業務に従事する労
働者を雇用する中小企業事業主(※1)であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を
整備していること。

３．交付申請時点で、36協定を締結していること。
など

（※1）中小企業事業主の範囲
ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。

事業実施前の設定時間数

事業実施後に設定す
る時間外労働と休日
労働の合計時間数

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月60時間を超
えて設定している事
業場

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月80時間を超
えて設定している事
業場

200万円250万円
時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間以下に設定

―150万円

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間を超え、月80
時間以下に設定

１． 成果目標①の上限額（※６）

２．成果目標②の上限額：25万円
３．成果目標③の上限額：25万円
４．成果目標④の上限額

勤務間インターバルを新規導入した場合の上限額は、
休息時間数に応じて、下記の表のとおりとなります。

１企業当たりの上限額（※８）休息時間数(※７)

150万円10時間以上11時間未満

170万円11時間以上

業種別課題対応コース（運送業等）の助成内容

対象事業主

成果目標

助成上限額と助成額

助成対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施～

(※７） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの
休息時間数のうち、最も短いものを指します。

(※８） 勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間イン
ターバルの時間延長の場合は、上記の表の1/2が上限額となります。

選択した左記「成果目標」に設定された、下記１か
ら４までの助成上限額に、下記５の上限額への加算
額を合計した金額

上
限
額

上限額又は対象経費の合計額に補助率３／４(※５)を
乗じた額のいずれか低い金額を助成します。

助
成
額

(※５) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥から
⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率４／５。

（※９）常時使用する労働者数が30人以下の場合は、達成した成果目標
の助成上限額に、上記の表の２倍の上限額が加算されます。

（※10）賃上げ額そのものを助成するものではありません。

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円
３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円
５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円
７％以上
引上げ

(※６）成果目標①を令和６年度に選択して支給を受けた事業主の場合、
さらに下の区分に設定時間数を縮減した場合の上限額は100万円。
（更なる削減を目標とした上で、設定時間数を同一区分内に維持等
した場合の助成上限額は一律25万円）

Ｂ
常時使用する労働者

Ａ
資本または出資額

業種

50人以下5,000万円以下
小売業
(飲食店を含む) 

100人以下5,000万円以下サービス業

100人以下1 億円以下卸売業

300人以下3 億円以下その他の業種
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このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や医師の働き方改革の推進等に向けた環境
整備に取り組む、医業に従事する医師を雇用する中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひ
ご活用ください。

令和７年度「働き方改革推進支援助成金｣
業種別課題対応コース（病院等）のご案内

課題別にみる助成金の活用事例

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

内視鏡自動洗浄機を導入

内視鏡の洗浄作業を効率化し、
労働時間を削減したい！

新人でも１人で作業が可能に
なったことや、洗浄に要する
時間が削減されたことにより、
労働時間が削減された。

X線検査に関する業務を効率化し、
労働時間を削減したい！

デジタル画像診断システムを導入

検査の準備や、フィルムの運
搬・保管に要する時間が削減
れたことにより、労働時間が
削減された。

企業の
課題

助成金
による
取組

改善の
結果

ご利用の流れ

「交付申請書」を、最寄りの
労働局雇用環境・均等部
（室）に提出
（締切：11月28日（金））

交付決定後、提出した計画に
沿って取組を実施
（事業実施は、令和８年１月
30日（金）まで）

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月28日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

(2025.４)

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://www.jgrants-
portal.go.jp/）

労働局に支給申請

（申請期限は、事業実施予定期間が終
了した日から起算して30日後の日また
は令和８年２月６日（金）のいずれか
早い日となります。 ）
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左記「成果目標」の達成状況に応じて、左記「助成対
象となる取組」の実施に要した経費の一部を助成します。

① 労務管理担当者に対する研修(※２)

② 労働者に対する研修(※２)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、
デジタル式運行記録計の導入・ 更新（※３）

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・
更新(※３)

(※2）研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び
業務研修も含みます。

(※3）長時間労働恒常化要件に該当する場合は、パソコン、タブレ
ット、スマートフォンの購入費用等が対象となります。詳しく
は申請マニュアル等をご確認ください。

以下の「成果目標」から１つ以上を選択の上、目標達
成を目指して「助成対象となる取組」を実施してくださ
い（※４）。

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間

数の縮減

② 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

③ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定

する特別休暇を１つ以上新規導入

④ ９時間以上の勤務間インターバルを導入

⑤ 「医師の働き方改革の推進」の実施（※５）
（※４）上記①から⑤の成果目標に加えて、指定する労働者の時

間当たりの賃金額を３％以上５％以上または７％以上引き
上げることを成果目標に加えることができます。

（※５）以下アとイを全て実施する必要があります。
なお、 実施事項の詳細は申請マニュアルをご覧ください。

ア（ア）労務管理責任者の設置と、責任の所在とその役割の明確化
（イ）医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間

確保、長時間労働の医師に対する面接指導の実施に係る協力
体制の整備（副業・兼業を行う医師がいる場合）

（ウ）研修等によって労働時間管理の理解を深める取組の実施
イ 医師の労働時間の実態把握を行うこと。

以下のいずれにも該当する事業主が対象です。
なお、選択する成果目標に応じて、下記１～３以外

にも要件が設定されています。
詳しくは「働き方改革推進支援助成金（業種別課題

対応コース）申請マニュアル」をご参照ください。
１．労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事す
る医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設
又は介護医療院を営む中小企業事業主(※1)である
こと。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等
を整備していること。

３．交付申請時点で、36協定を締結していること。
など

(※1)中小企業事業主の範囲
以下のいずれかの要件を満たす企業が中小企業になります。
・資本または出資持分が5,000万円以下
・常時使用する労働者が300人以下

１． 成果目標①の上限額（※７）

２．成果目標②の上限額：25万円
３．成果目標③の上限額：25万円
４．成果目標④の上限額
勤務間インターバルを新規導入した場合の上限額は、休

息時間数に応じて、下記の表のとおりとなります。

１企業当たりの上限額（※９）休息時間数（※８）

120万円９時間以上10時間未満（※10）

150万円10時間以上11時間未満

170万円11時間以上

業種別課題対応コース（病院等）の助成内容

対象事業主

成果目標

助成上限額と助成額

助成対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施～

事業実施前の設定時間数

事業実施後に設定する時
間外労働と休日労働の合
計時間数

現に有効な36協定にお
いて、時間外労働と休日
労働の合計時間数を月
60時間を超えて設定し
ている事業場

現に有効な36協定にお
いて、時間外労働と休日
労働の合計時間数を月
80時間を超えて設定し
ている事業場

200万円250万円
時間外労働と休日労働の
合計時間数を月60時間
以下に設定

―150万円

時間外労働と休日労働の
合計時間数を月60時間
を超え、月80時間以下
に設定

(※８） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの
休息時間数のうち、最も短いものを指します。

(※９）勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間イン
ターバルの時間延長の場合は、上記の表の1/2が上限額となります。

(※10） B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準の医師については、10時
間以上の休息時間数とする必要があります。

５．成果目標⑤の上限額：50万円
６．成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算

常時使用する労働者数が30人を超える場合は、達成
した成果目標の助成上限額に、下記の表の上限額が加算
されます（※５、11、12）。

選択した左記「成果目標」に設定された、下記１か
ら５までの助成上限額に、下記６の上限額への加算
額を合計した金額

上
限
額

上限額又は対象経費の合計額に補助率３／４(※６)を
乗じた額のいずれか低い金額を助成します。

助
成
額

(※６) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥から
⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率
４／５。

（※11）常時使用する労働者数が30人以下の場合は、達成した成果目標
の助成上限額に、上記の表の２倍の上限額が加算されます。

（※12）賃上げ額そのものを助成するものではありません。

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円
３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円
５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円
７％以上
引上げ

(※７）成果目標①を令和６年度に選択して支給を受けた事業主の場合、
さらに下の区分に設定時間数を縮減した場合の上限額は100万円。
（更なる削減を目標とした上で、設定時間数を同一区分内に維持等
した場合の助成上限額は一律25万円）
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令和７年度「働き方改革推進支援助成金｣
業種別課題対応コース（情報通信業、宿泊業）のご案内

このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や勤務間インターバルの導入等に向けた環境
整備に取り組む、情報通信業、宿泊業の中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用くだ
さい。

ご利用の流れ

「交付申請書」を、最寄りの
労働局雇用環境・均等部
（室）に提出
（締切：11月28日（金））

交付決定後、提出した計画に
沿って取組を実施
（事業実施は、令和８年１月
30日（金）まで）

労働局に支給申請

（申請期限は、事業実施予定期間が終
了した日から起算して30日後の日また
は令和８年２月６日（金）のいずれか
早い日となります。 ）

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月28日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

課題別にみる助成金の活用事例

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

スチームコンベクションオーブン
を導入

調理部門の料理の仕込みや調理の
時間を削減したい！

顧客からのヒアリング業務と
受注管理を効率化し、
労働時間を削減したい！

営業管理システムと
自動見積りシステムを導入

顧客からの要望を自動回収化した
こと、見積書の発行作業を簡略化
したことで、１日当たりの作業時
間が削減された。

温度を自動で調節できるようになっ
たこと、１回あたりに調理できる量
が増えたことで、仕込みや調理の時
間を短縮することができた。

改善の

結果

助成金

による

取組

企業の

課題

(2025.４)

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する

都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://www.jgrants-
portal.go.jp/）14
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以下のいずれにも該当する事業主が対象です。

なお、選択する成果目標に応じて、下記１～３以外に

も要件が設定されています。

詳しくは「働き方改革推進支援助成金（業種別課題対

応コース）申請マニュアル」をご参照ください。

【対象事業主の要件】

１．主たる事業が日本標準産業分類に規定される「Ｇ

情報通信業」（大分類）又は「Ｍ 宿泊業、飲食サービ

ス業」（大分類）のうち「75 宿泊業」（中分類）に該

当する中小企業事業主(※1)であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を

整備していること。

３．交付申請時点で、36協定を締結していること。

など
(※1)中小企業事業主の範囲

 ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。

１． 成果目標①の上限額（※６）

業種別課題対応コース（情報通信業、宿泊業）の助成内容

対象事業主 助成額

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時

    間数の縮減

② 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

③ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定

 する特別休暇を１つ以上新規導入

④ ９時間以上の勤務間インターバルの導入

（※４）上記①から④の成果目標に加えて、指定する労働者の時

間当たりの賃金額を３％以上５％以上または７％以上引

き上げることを成果目標に加えることができます。

助成対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施～

(※６）成果目標①を令和６年度に選択して支給を受けた事業主の場合、
 さらに下の区分に設定時間数を縮減した場合の上限額は100万円。
 （更なる削減を目標とした上で、設定時間数を同一区分内に維持等
 した場合の助成上限額は一律25万円）

２．成果目標②の上限額：25万円

３．成果目標③の上限額：25万円

４．成果目標④の上限額

勤務間インターバルを新規導入した場合の上限額は、休

息時間数に応じて、下記の表のとおりとなります。

事業実施後に設定す
る時間外労働と休日
労働の合計時間数

事業実施前の設定時間数

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月80時間を超
えて設定している事
業場

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月60時間を超
えて設定している事
業場

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間以下に設定

250万円 200万円

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間を超え、月80
時間以下に設定

150万円 ―

  ５．成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算
常時使用する労働者数が30人を超える場合は、達成

した成果目標の助成上限額に、下記の表の上限額が加算
されます（※４、９、10）。

休息時間数(※７) １企業当たりの上限額（※８）

９時間以上11時間未満 120万円

11時間以上 150万円

(※７） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの
休息時間数のうち、最も短いものを指します。

(※８） 勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間イン
ターバルの時間延長の場合は、上記の表の1/2が上限額となります。

① 労務管理担当者に対する研修(※2)

② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジ
 タル式運行記録計の導入・更新(※3)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・
 更新(※3)

(※2）研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務

研修も含みます。

(※3）長時間労働恒常化要件に該当する場合は、パソコン、タブレ
ット、スマートフォンの購入費用等が対象となります。詳しく
は申請マニュアル等をご確認ください。

以下の「成果目標」から１つ以上を選択の上、目標達成

を目指して「助成対象となる取組」を実施してください

（※４）。

成果目標

左記「成果目標」の達成状況に応じて、左記「助成対象

となる取組」の実施に要した経費の一部を助成します。

上
限
額

選択した左記「成果目標」に設定された、下記１か
ら４までの助成上限額に、下記５の上限額への加算
額を合計した金額

助
成
額

上限額又は対象経費の合計額に補助率３／４(※５)を
乗じた額のいずれか低い金額を助成します。

(※５) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥から
⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率４／５。

（※９）常時使用する労働者数が30人以下の場合は、達成した成果目標

 の助成上限額に、上記の表の２倍の上限額が加算されます。

（※10）賃上げ額そのものを助成するものではありません。

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引上げ

６万円 12万円 20万円
１人当たり２万円
（上限60万円）

５％以上
引上げ

24万円 48万円 80万円
１人当たり８万円
（上限240万円）

７％以上
引上げ

36万円 72万円 120万円
１人当たり12万円
（上限360万円）

業種
Ａ

資本または出資額
Ｂ

常時使用する労働者

サービス業 5,000万円以下 100人以下

その他の業種 3 億円以下 300人以下
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令和７年度「働き方改革推進支援助成金｣
労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内

令和２年４月１日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に
取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイスで
業務内容を抜本的に見
直すことができ、効率
的な業務体制などの構
築につながった。

助成金
による
取組

企業の
課題

改善の
結果

新たに機械・設備を
導入して、生産性を
向上させたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器な
どを導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

記録方法を台帳から
ICカードに切り替え
たことで、始業・終
業時刻を正確に管理
できるようになり、
業務量の平準化につ
ながった。

新たな機器・設備を
導入して使用するよ
うになったところ、
実際に労働能率が増
進し、時間当たりの
生産性が向上した。

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い！

業務上の無駄な作業
を見直したいが、何
をすればいいか分か
らない！

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

(2025.４)

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://www.jgrants-
portal.go.jp/）
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上記「成果目標」の達成状況に応じて、左記「助成対
象となる取組」の実施に要した経費の一部を助成します。

労働局に支給申請

（申請期限は、事業実施予定期間が終了した日か
ら起算して30日後の日または令和８年２月６日（金
）のいずれか早い日となります。）

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
（事業実施は、令和８年１月30日（金）まで）

「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等
部（室）に提出（締切：11月28日（金））

１． 成果目標①の上限額

以下のいずれにも該当する事業主が対象です。
１．労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業

主(※1)であること。
２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等

を整備していること。
３．交付申請時点で、右記「成果目標」①から③の

設定に向けた条件を満たしていること。

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。
(※1)中小企業事業主の範囲

① 労務管理担当者に対する研修(※3)

② 労働者に対する研修(※3)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用
機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※4)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの
導入・更新(※4)

(※3) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務
研修も含みます。

(※4）長時間労働恒常化要件に該当する場合は、パソコン、タブ
レット、スマートフォンの購入費用等が対象となります。
詳しくは申請マニュアル等をご確認ください。

以下の「成果目標」から１つ以上を選択の上、達成を
目指して取組を実施してください（※５）。

労働時間短縮・年休促進支援コースの助成内容

対象事業主 成果目標

助成上限額と助成額

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の

縮減

② 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

③ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する

特別休暇を１つ以上新規導入

（※５）上記①から③の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当た

りの賃金額を３％以上５％以上または７％以上引き上げることを成

果目標に加えることができます。

ご利用の流れ

助成対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施～

Ｂ
常時使用する労働者

Ａ
資本または出資額

業種

50人以下5,000万円以下
小売業
(飲食店を含む) 

100人以下5,000万円以下サービス業（※2）

100人以下1 億円以下卸売業

300人以下3 億円以下その他の業種

２．成果目標②の上限額：25万円
３．成果目標③の上限額：25万円
４．成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算

常時使用する労働者数が30人を超える場合に、達成
した成果目標の助成上限額に、下記の表の上限額が加算
されます（※５、７、８）。

事業実施前の設定時間数

事業実施後に設定す
る時間外労働と休日
労働の合計時間数

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月60時間を超
えて設定している事
業場

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月80時間を超
えて設定している事
業場

100万円150万円
時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間以下に設定

―50万円

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間を超え、月80
時間以下に設定

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月
28日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

（※2）医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健
施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人
以下の場合は、中小企業事業主に該当します。

選択した左記「成果目標」に設定された、下記１か
ら３までの助成上限額に、下記４の上限額への加算
額を合計した金額

上
限
額

上限額又は対象経費の合計額に補助率３／４(※６)を
乗じた額のいずれか低い金額を助成します。

助
成
額

(※６) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥から
⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率４／５。

（※７）常時使用する労働者数が30人以下の場合は、達成した成果目標
の助成上限額に、上記の表の２倍の上限額が加算されます。

（※８）賃上げ額そのものを助成するものではありません。

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円
３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円
５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円
７％以上
引上げ
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勤務間インターバルの導入により、労働時間等の設定改善を推進!!

助成金
による
取組

企業の
課題

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイス
で業務内容を抜本的
に見直すことができ、
効率的な業務体制な
どの構築につながっ
た。

記録方法を台帳から
ICカードに切り替え
たことで、始業・終
業時刻を正確に管理
できるようになった。

新たな機器・設備を
導入して使用したと
ころ、実際に労働能
率が増進し、時間当
たりの生産性が向上
した。

令和７年度「働き方改革推進支援助成金｣
勤務間インターバル導入コースのご案内

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設
けることにより、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るも
ので、平成31年４月から、制度の導入が努力義務化されています。

このコースは、生産性を向上させ、勤務間インターバルの導入に向けた環境整備に取り組む
中小企業事業主の皆さまを支援します。是非ご活用ください。

改善の
結果

インターバル制度を
導入するために、業
務上の無駄な作業を
見直したい！

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い！

インターバル制度を
導入するために、新
たに機械・設備を導
入して、生産性を向
上させたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器等
を導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://www.jgrants-
portal.go.jp/）
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以下のいずれにも該当する事業主が対象です。
１．労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業

事業主（※１）であること。
２．36協定を締結しており、原則として、過去２年

間において月45時間を超える時間外労働の実態が
あること(※２)。

３．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則
等を整備していること。

４．以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
① 勤務間インターバルを導入していない事業場
② 既に休息時間数が９時間以上の勤務間インター
バルを導入している事業場であって、対象となる
労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下
である事業場
③ 既に休息時間数が９時間未満の勤務間インター
バルを導入している事業場

(※1) 中小企業事業主の範囲

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。
上記「成果目標」の達成状況に応じて､左記「助成対象

となる取組」の実施に要した経費の一部を助成します。

●新規導入に該当するものがある場合（表1）

① 労務管理担当者に対する研修(※4)

② 労働者に対する研修(※4)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用

機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※5)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等
の導入・更新(※5)

(※4) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務

研修も含みます。

(※5）長時間労働恒常化要件に該当する場合は、パソコン、タブ

レット、スマートフォンの購入費用等が対象となります。

詳しくは申請マニュアル等をご確認ください。

１企業当たりの上限額補助率(※8)休息時間数(※7)

１００万円３／４９時間以上11時間未満

１２０万円３／４11時間以上

●適用範囲の拡大・時間延長のみの場合（表２）

１企業当たりの上限額補助率(※8)休息時間数(※7)

５０万円３／４９時間以上11時間未満

６０万円３／４11時間以上

(※7） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバル
の休息時間数のうち、最も短いものを指します。

(※8) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、「支給対象となる取組」
で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の
補助率は４／５となります。

●成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算
常時使用する労働者数が30人を超える場合に、達成

した成果目標の助成上限額に、下記の表の上限額が加
算されます（※６、９、10）。

以下の「成果目標」の達成を目指して取組を実施してくだ
さい（※６）。

勤務間インターバル導入コースの助成内容
対象事業主 成果目標

助成上限額と助成額

助成対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施～

Ｂ
常時使用する労働者

Ａ
資本または出資額

業種

50人以下5,000万円以下
小売業
(飲食店を含む) 

100人以下5,000万円以下サービス業 （※3）

100人以下1 億円以下卸売業

300人以下3 億円以下その他の業種

●新規導入【対象事業主４.①に該当する場合】

新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象と
する勤務間インターバルを導入すること。

●適用範囲の拡大【対象事業主４.②に該当する場合】

対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を
超える労働者を対象とすること。

●時間延長【対象事業主４.③に該当する場合】

所属労働者の半数を超える労働者を対象として
休息時間数を２時間以上延長して、９時間以上と
すること。

（※６）上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの

賃金額を３％以上５％以上または７％以上引き上げることを

成果目標に加えることができます。

労働局に支給申請
(申請期限は、事業実施予定期間が終了した日

から起算して30日後の日または令和８年２月６日

（金）のいずれか早い日となります。)

交付決定後、提出した計画に
沿って取組を実施
（令和８年１月30 日（金）まで）

「交付申請書」を、最寄りの
労働局雇用環境・均等部
（室）に提出
(締切：11月28日（金）)

ご利用の流れ

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月28日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

(※2)基本的には１月45時間を超える時間外労働の実態があれば、

要件を満たすこととなりますので、詳細はお問い合わせください。

(※3)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健
施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下
の場合は、中小企業事業主に該当します。

11人～30人７～10人４～６人１～３人引上げ人数

１人当たり２万円
（上限60万円）

20万円12万円６万円
３％以上
引上げ

１人当たり８万円
（上限240万円）

80万円48万円24万円
５％以上
引上げ

１人当たり12万円
（上限360万円）

120万円72万円36万円
７％以上
引上げ

（※９）常時使用する労働者数が30人以下の場合は、達成した成果目標
の助成上限額に、上記の表の２倍の上限額が加算されます。

（※10）賃上げ額そのものを助成するものではありません。

選択した左記「成果目標」に設定された、下記の助成上限額に、

成果目標「賃金の引上げ」の上限額への加算額を合計した金額

上
限
額

上限額又は対象経費の合計額に補助率３／４(※８)を乗じた額の

いずれか低い金額を助成します。

助
成
額
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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

（事業主の方へ）

LL070331 No.５

キャリアアップ助成金のご案内 (令和7年度)

助 成 内 容 助成額
中小企業の場合 大企業の場合

正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員化(※)
した場合（１人当たり）

※ 正規雇用労働者等へ転換または派遣労
働者を正規雇用労働者等として直接雇
用すること。

正規雇用労働者には「多様な正社員
（勤務地限定・職務限定・短時間正社
員）」を含みます。 

※新規学卒者で雇入れ日から起算して１
年未満の者については支給対象外とな
ります。

重 点 支 援
対 象 者 ＊ 左 記 以 外

重 点 支 援
対 象 者 ＊ 左 記 以 外

正

社

員

化

支

援

①有期 → 正規 80万円 40万円 60万円 30万円

②無期 → 正規 40万円 20万円 30万円 15万円

＊ a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者

ｂ:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が１年以下

②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない

ｃ:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者

※ 正社員転換等制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に加算

１事業所当たり20万円（大企業の場合、15万円）

※ 多様な正社員制度(注)を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に

加算（注：勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか１つ以上）

１事業所当たり40万円（大企業の場合、30万円）

障害者正社員化
コース

障害のある有期雇用労働者等を
正規雇用労働者等に転換し た
場合（１人当たり）

※ 正規雇用労働者には「多様な正社員
（勤務地限定・職務限定・短時間正社
員）」を含みます。 

① 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の場合

有期 → 正規 120万円  90万円

有期 → 無期 60万円 45万円

無期 → 正規 60万円 45万円

② 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者以外の場合

有期 → 正規 90万円 67.5万円

有期 → 無期 45万円 33万円

無期 → 正規 45万円 33万円

※ 助成額が支給対象期間における対象労働者に対する賃金の額を超える
場合には、当該賃金の総額を上限額として支給します。

処

遇

改

善

支

援

賃金規定等改定
コース

有期雇用 労働者 等の基 本給の
賃金規定等を３％以上増額改定し、
その規定を適用させた場合（1人
当たり）

3％以上4％未満 4万円 2.6万円

4％以上5％未満 5万円 3.3万円

5％以上6％未満 6.5万円 4.3万円

6％以上 ７万円 4.6万円

※ 「職務評価」の手法の活用により増額改定を実施した場合に加算

１事業所当たり20万円（大企業の場合、15万円）

※  有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合に加算

１事業所当たり20万円（大企業の場合、15万円）

賃金規定等
共通化コース

有期雇用 労働者 等と正規雇用
労働者との共通の賃金規定等を
新たに規定・適用した場合

１事業所当たり 60万円 45万円

賞与・退職金
制度導入コース

有 期 雇 用 労 働 者 等 を 対 象 に
賞与・退職金制度を導入し、
支給または積立を実施した場合

１事業所当たり 40万円 30万円

※ 同時に導入した場合に加算 16.8万円（大企業の場合、12.6万円）

社会保険適用時
処遇改善コース

短時間労働者に以下のいずれかの
取組を行った場合（１人当たり）

①新たに社会保険の被保険者と
なった際に、手当支給・賃上げ・
労働時間延長を行った場合

②労働時間を延長して新たに社会
保険の被保険者とした場合

手当等支給
メニュー

50万円 37.5万円

併用メニュー 50万円 37.5万円

労働時間延長
メニュー

30万円 22.5万円

｢キャリアアップ助成金｣は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」
といいます。）といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、
処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
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◆ 詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。

◆ パンフレット、申請様式、Q&Aは厚生労働省ホームページに掲載しています。

キャリアアップ助成金 検  索

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

＜事業主＞ ＜労働局･ハローワーク＞

｢キャリアアップ助成金｣の活用に当たっては、

各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の提出が必要です。

キャリアアップ計画

の作成支援・受理

就業規則等の

改定方法の相談等

支給審査

支給決定

キャリアアップ助成金の申請までの流れ

キャリアアップ計画の作成・提出※

支給申請
（取組後６か月の賃金を支払った日の翌日から起算して２か月以内）

正社員化支援
に関するコース

就業規則等の改定
（転換規定がない場合等）

就業規則等に基づく
正社員転換

正社員転換後６か月分の
賃金の支払い

（正社員転換前6か月と比較して
３％以上賃金の増額が必要）

処遇改善支援
に関するコース

取組の実施
（就業規則の改定等）

取組後６か月分の
賃金の支払い

※ 計画の提出（支給申請）は、窓口への持参、郵送、電子申請によって行うことができます。

◆ 支給要件の詳細や助成上限（人数・回数等）については、下記ご案内の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
◆ 正社員化コース、障害者正社員化コース、社会保険適用時処遇改善コースは、各支給対象期の取組を講じた場合の合計金額です。
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｢キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社

員転換、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

2025年４月以降、正社員転換や賃金規定等の改定の取り組みを行った場合に適用されます。

事 業 主 の 皆 さ ま へ

キャリアアップ助成金が

変わります！
2 0 2 5 年 ４ 月 以 降 の 変 更 点 の ご 案 内

新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して

１年未満のものについては、支給対象者から除外しました。

（ ）は大企業の助成額

現 行

有期→正規 80万円（60万円）

無期→正規 40万円（30万円）

【加算措置／加算額】

• 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 28.5万円

• 母子家庭の母等又は父子家庭の父 9.5万円（有期→正規の場合）

• 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員転換 9.5万円（一部11万円）

（有期→正規の場合） 等

改 正 後

【重点支援対象者以外】

有期→正規 40万円（30万円）

無期→正規 20万円（15万円）

【重点支援対象者】

有期→正規 80万円（60万円）

無期→正規 40万円（30万円）

「重点支援対象者」とは

a:  雇入れから３年以上の有期雇用労働者

b: 雇入れから３年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が１年以下

②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない

c: 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします

有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等をした場合に助成。

支給対象者の範囲・助成額の変更

正社員化コース
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キャリアアップ計画書とは

有期雇用労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り

組みイメージ（対象者、目標、期間、目標達成のために実施する取り組み）をあらかじめ記載するも

のです。

キャリアアップ計画書については、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局

長に提出し、認定を受ける必要がありましたが、届け出のみでよいこととしました。

キ ャ リ ア ア ッ プ助成金の申請方法 や助成額など制度の詳細は 、

都 道府県労働局または最寄 り のハロ ー ワ ー ク ま で お問い合わせ

く ださい 。

支 給 区 分 を 2 区 分 か ら ４ 区 分 と 増 や し 、 助 成 額 を 拡 充 し ま す 。

①支給区分の新設と助成額の変更

現行

５%以上３％以上５％未満

6.5万 円 ( 4 . 3万 円 )5万 円 ( 3 . 3万円 )

改正後

６％以上
５％以上
６％未満

４％以上
５％未満

３％以上
４％未満

７万円
( 4 . 6万 円 )

6.5万円
( 4 . 3万 円 )

５万円
( 3 . 3万 円 )

４万円
( 2 . 6万 円 )

有 期 雇 用 労 働 者 等 の 昇 給 制 度 を 新 た に 設 け た 場 合 、 １ 事 業 所 当 た り 1 回 の み

20万円（15万円）を加算します。
（ ）は大企業の助成額

LL070311 No.3都道府県労働局・ハローワーク

②加算措置の新設

賃金引き上げ区分・助成額

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、適用させた場合に助成。

賃金規定等改定コース

各コース共通

キャリアアップ計画書の取り扱いを簡素化
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都道府県労働局・ハローワーク

キャリアアップ助成金

申請内容が正しいか、確認していますか？

キャリアアップ助成金は、例年、約７万件近く活用いただいています。

一方で、約200件の不正受給が発覚しています。

申請書の事業主確認欄にサインや押印がある時点で、

事業主が内容を確認し、申請していることになるので責任が生じます。

代表者が意図的かどうかにかかわらず、

不正に受給した企業（事業主）は公表※されます！

こ
の
ほ
か
に
も

※ 公表基準に該当する場合。「申請を行い、まだ受給していない場合」も含みます。

少しでも思い当たるところや不安があれば、裏面をチェック！

従業員や代理人等が不正行為を行った場合でも、

事業主の不正受給に該当します！

代理人

Ａ社長

Ｂ社長

適正な申請がされているかを確認するため、

労働局は積極的な調査を行っています！

専門家（代理人）に

報酬を支払って

任せているので、大丈夫。

人事労務経験豊富な

従業員が担当しているので、

間違いはないはず。

社長とのやりとり

で一部、不明瞭な

部分があったけど、

このまま申請して

も大丈夫だろう。

こ
ん
な
風
に

考
え
て
い
ま
せ
ん
か
？

助成金の返還と、延滞金・違約金（不正受給額の2割相当）の支払いが必要です。

不正受給決定日から５年間、雇用関係助成金を受給できません。
※全額納付されていない場合は延長されます

悪質な場合、刑事告発などの可能性があります。

また･･･

不正受給に代理人が関与した場合、代理人は必ず公表されます。

LL070221 No.2
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• 代理人が事業主に知らせることなく、支給要件に合致するように就業規則を書き換えた

上で、申請。

• 他の助成金の申請時に添付されていた就業規則と矛盾が発覚し、調査。

• 申請書には事業主の確認印もあったため、事業主及び代理人を不正受給決定。

このような事例が実際にありました

• 人事労務管理担当の従業員に全て任せていたところ、代理人と結託し、当初から正社員

として雇っていた従業員について、有期雇用労働者として雇ったとする偽の雇用契約書

を作成し、申請。

• 他の助成金の申請時に、同じ従業員について正社員としての雇用契約書が提出され、矛

盾が発覚し、調査。申請書には事業主の確認印もあったため、事業主及び代理人を不正

受給決定。

申請時のトラブルが増えています！

• 原則、添付資料の差し替えはできません。申請時の書類で審査を行います。

申請前に事実と異なる記載や添付書類がないか確認してください。

• 労働局が行う調査への協力は雇用保険法により義務付けられています。

• 支給要件をよく確認してから申請してください。

要件の誤認による不支給も増えています！

申請内容が正しいか、

申請前に提出書類や要件をご確認ください！

要件に関して、不明点がある場合は、

都道府県労働局までご相談ください。

雇用関係助成金を申請した事業主は、提出又は提示した書類の写しその他支給要領に規定する各種

書類を、支給決定日の翌日から起算して５年間保存する必要があります。

当該書類を保存していない場合も、（不正受給ではなくとも、）不適正に該当する場合があるため、

ご確認の上、申請労働局にその旨をご連絡ください。

書類保存について

事例１

事例2

詳しくは、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局までお問い合わせください。

LL070221 No.2
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令和4年9月1日から人材開発支援助成金の見直しを行います

LL070401開企01都道府県労働局・ハローワーク

１ 賃金助成額の拡充

昨今の賃金上昇を踏まえ、賃金助成額を引き上げました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html人材開発支援助成金 検索

※１ 国内の大学院を利用した場合に助成 ※２ 有給休暇の場合のみ助成
※３ 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して５％以上上昇している場合、又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、

 訓練修了後に訓練受講者に対して当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して３％以上上昇している場合に、助成率等を加算。  

訓練コース名 対象訓練 コース共通の見直し 各コースの見直し

人材育成支援
コース

10時間以上のOFF-JTによる訓練や
OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練

1 賃金助成額の
 拡充

３ 計画届等の申請
 手続きの見直し

２ 有期契約労働者等に対する
    助成メニューの整理・重点  

 化等

人への投資促進
コース

高度デジタル人材の育成のための訓
練や労働者が自発的に受講した訓練
など

事業展開等
リスキリング支援

コース

事業展開やDX等に伴い新たな分野
で必要となる知識などを習得させる
ための訓練

教育訓練休暇等
付与コース

教育休暇訓練制度を導入し、労働者
が休暇を取得して訓練を受講した場
合に助成

拡充の対象となる賃金助成のある
コース・メニュー

賃金助成額（拡充前）
（1人１時間当たり）

賃金助成額（拡充後）
（1人１時間当たり）

賃上げに係る要件※３ 賃上げに係る要件※３

人材育成支援
コース

人材育成訓練

760円
（380円）

960円
(480円)

800円
（400円）

1,000円
(500円)

認定実習併用職業訓練

有期実習型訓練

人への投資促進
コース

高度デジタル人材訓練
960円

（480円）
－

1,000円
（500円）

－

成長分野等人材訓練 960円※１ － 1,000円※１ －

情報技術分野認定実習併用職業訓練
760円

（380円）
960円

（480円）
800円

（400円）
1,000円
（500円）

長期教育訓練休暇制度
960円※２

（760円）

ー  ※２

（960円）
1,000円※２

（800円）

ー  ※２

（1,000円）

事業展開等リスキリング支援コース
960円

（480円）
－

1,000円
（500円）

－

人材育成に取り組む事業主の皆さまへ

人材開発支援助成金を利用しやすくするため
令和７年４月１日から制度の見直しを行いました

事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
このリーフレットでは、令和７年４月１日から見直される主な内容についてご紹介しています。

｢人材開発支援助成金｣とは

（ ）内は中小企業以外の助成額
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2 人材育成支援コースの見直し （有期契約労働者等に対する助成メニューの整理・重点化等）

有期契約労働者等の訓練機会の確保及び正規雇用労働者への転換等を促進するため、
人材育成支援コースにおけるに有期契約労働者等に対する助成メニューを整理・重点化し、
経費助成率を見直しました。

見直しの対象となるメニュー

経費助成率（見直し前） 経費助成率（見直し後）

賃上げに係る
要件※２

賃上げに係る
要件※２

人材育成訓練

有期契約労働者等に訓練を実施した場合※１ 60% 75%

70% 85％正規雇用労働者等への転換等を実施した場合 70% 100％

有期実習型訓練
(OFF-JTとOJTの
組み合わせ訓練)

有期契約労働者等に訓練を実施した場合 ※３ 60% 75%

正規雇用労働者等への転換等を実施した場合 70％ 100％ 75％ 100％

※１ 正規雇用労働者等に対して、訓練を実施した場合は中小企業45％（中小企業以外30％）、訓練修了後賃上げを

実施した場合は中小企業60％（中小企業以外45％）

※２ 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して５％以上上昇している場合、又は、資格等手当の

支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い

前後の賃金を比較して３％以上上昇している場合に、助成率を加算

※３ 有期実習型訓練については、今般の見直しにより、助成メニューを正規雇用労働者等に転換した場合に限定した上で、

経費助成率を引き上げましたが、有期実習型訓練を実施したものの、結果として、対象労働者の正規雇用労働者等への

転換が実施されなかった場合であっても、支給決定時までに以下の要件を満たしたときは、「人材育成訓練」の助成内

容により助成対象となる場合があります。

・職業能力開発推進者を選任していること
・事業内職業能力開発計画を策定・周知していること
・定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保等について定めていること

有期契約労働者の正社員転換に向けて、ぜひ、有期実習型訓練をご活用ください。

【参考】有期実習型訓練とは･･･

正社員経験の少ない有期契約労働者を正社員に転換させることを目的として実施する
企業内の実習（OJT）と座学等（OFF-JT）を組み合わせた訓練をいいます。

●主な要件
①訓練実施期間が２か月以上であること
②総訓練時間数が６か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
③総訓練時間数に占めるOJTの割合が１割以上９割以下であること
④訓練受講者は、キャリアコンサルタント等により、職業能力形成機会に恵まれなかった者
（過去５年以内に３年以上通算して正規雇用されたことがない等）として事業主が実施する
有期実習型訓練に参加することが認められ、ジョブ・カードを作成した者であること 

⑤訓練終了後、支給申請日時点で有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換したこと 等

経費助成率
賃金助成額

（1人1時間当たり）
OJT実施助成額

（1人1コース当たり）

通常分
賃上げに係る

要件を満たす場合
通常分

賃上げに係る
要件を満たす場合

通常分
賃上げに係る

要件を満たす場合

75％ 100％
800円

（400円）
1,000円
（500円）

10万円
(９万円)

13万円
(12万円)

●助成内容

有期契約雇用労働者の能力向上だけではなく、働く意欲の向上を図り、職場定着につなげることができます

キャリアアップを考えている求職者に人材育成に取り組む企業として魅力を発信することができます

！

（ ）内は中小企業以外の助成額

27



○ 本助成金の申請手続きとしては、

① 訓練開始日の６か月前から１か月前までの間に、管轄労働局に計画届を提出し、

② その計画に沿って訓練を実施し、

③ 訓練終了日の翌日から２か月以内に、助成金の支給申請を行う必要があります。

その後、管轄労働局において、申請内容が助成金の要件を満たすか審査し、支給決定を行います。

○ 従来の計画届の提出時・支給申請時の申請事項および提出書類に、一部重複がありましたので、
今般、申請手続きの簡素化を図るために、計画届提出時・支給申請時の申請項目および添付書類
の削減・整理・統合を行い、重複する書類については、主に支給申請時にご提出いただくことと
しました。

＜主な申請様式・添付書類の簡素化の内容＞
 ・ 人材育成支援コース、人への投資促進コース（長期教育訓練休暇等制度を除く。）、事業

展開等リスキリング支援コースの一部の申請様式について、３コース共通の様式に改める
とともに、申請様式の記載事項の削減を行いました。

・ 添付書類の整理・統合を行い、添付書類の内容に必要な事項を明確にしました。

・ 賃金助成の内訳、経費助成の内訳及びOFF-JT実施状況報告書について、自動計算機能を

実装しました。

※見直し後の申請様式・添付書類の詳細は、厚生労働省ホームページ、パンフレットにてご確認ください。

○ これらの申請手続きの簡素化に伴い、労働局における計画届の確認・受理行為を廃止し、受付
のみとした上で、助成金の支給・不支給に関する審査は支給申請時に一括して実施することとし
ました（計画届の提出時に、計画届の記入漏れや書類の添付漏れ等の確認は行います。）。

留意点

これまでは計画届の提出後に、労働局において計画届の内容の一部を確認しておりましたが、
今後は、助成金の支給又は不支給の決定に係る審査は、支給申請時に一括して審査を行います。
計画届を提出したことをもって、助成金が確実に支給されるものではないことにご留意ください。
特に初めて助成金を申請する場合などご不明点がある場合は、計画届の提出前に、余裕を持って
管轄労働局までご相談ください。

３ 助成金の申請手続き・申請書類・添付書類の簡素化

！

人材開発支援助成金を電子申請しませんか？

https://www.esop.mhlw.go.jp/

人材開発支援助成金の電子申請はこちら

・社会保険労務士や代理人による申請にも対応しています。

・紙の申請も引き続きご利用いただけます。

・電子申請には「GビズID」の申請・取得が必要です。

GビズIDの
取得・申請はこちら

雇用関係助成金ポータル 検索

○ 職業訓練実施計画（変更）届について、これまで電子申請専用の様式により申請いただいてお
りましたが、令和７年度からすべて画面入力により申請いただく仕様に変更しました。
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※人材開発支援助成金としては、訓練講座への厚生労働省からの認定行為等はありません。
※本リーフレットに記載の内容以外にも、助成の要件がありますので、詳しくは下記のURLからホームページをご
覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

４ その他の主な見直し

① eラーニング、通信制による訓練の支給対象訓練の要件について、「広く当該訓練等の受講
者を募るために、計画届の提出日時点で、自社のホームページに当該訓練等の情報（当該訓
練等の概要（※）、当該民間の教育訓練機関の連絡先、申込みや資料請求が可能な状態であ
ることが分かること）を掲載していること」と明確化しました。

※ 訓練等の概要とは、訓練コース名、どのような訓練を受けられるのか、当該訓練によりど
のような知識や技能が習得できるかをいいます。

② eラーニングおよび定額制サービスによる訓練の進捗管理を行うLMS等に最低限必要な情報
について、「訓練終了日及び訓練の進捗率又は進捗状況が分かるもの」と明確化しました。

③ 教育訓練機関については、計画提出日までに定款、登記簿等において事業目的として教育訓
練事業が記載されている法人であることを要件としました（大学等の特定の訓練機関を除
く。）。

④ 計画届の提出期限はこれまで「訓練開始日の１か月まで」としていましたが、計画届を提出
できる期間に変更し、「訓練開始日から起算して６か月前から１か月前までの間」としまし
た。

⑤ 中小企業事業主の判定については、計画届の提出時ではなく、支給申請時の内容で決定する
こととしました。

⑥ 訓練の実施期間の途中に、対象労働者が申請事業主の設置する他の事業所に転勤する場合も
助成対象とすることにしました。

⑦ OFF-JTおよびOJTをテレワークにより自宅等で実施する場合に、企業としてテレワーク制
度等を導入していることがわかる就業規則等の提出が不要となりました。

⑧ 人への投資促進コースの情報技術分野認定実習併用職業訓練について、情報通信業以外の事
業主の場合のOJT指導者要件「IT分野実務経験５年以上又はITSSレベル２以上の資格取得
者」 を廃止しました。

⑨ 人への投資促進コースの長期教育訓練休暇制度について、対象労働者要件「６か月以上被保
険者であること」の時点を「計画届の提出日」から「対象労働者が休暇を取得する日」に変
更しました。

人材開発支援助成金の不適正な勧誘にご注意ください！

⚫ 人材開発支援助成金は、申請事業主が従業員に訓練を受講させ、訓練経費を全て負担する等支
給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度です。

⚫ 昨今、助成金を活用して従業員に訓練を実質無料で受けさせることができるなどと謳い、本来
受けることができない助成金・訓練の提案・勧誘を行う訓練機関やコンサルティング会社など
が存在しているという情報が寄せられています。

⚫ 返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支
給要件を満たしませんので、助成金を受給することはできません。場合によっては、不正受給
を行った事業主として、事業主（企業）名や代表者名を公表します。また、悪質な場合は、捜
査機関に刑事告訴を行います。

⚫ また、人材開発支援助成金は、企業の人材育成を支援するために、企業が支払った訓練経費の
一部を助成するものです。このため、助成金を受給することにより、その企業が利益をあげる
ことは制度の仕組み上不可能です。助成金を活用して利益をあげることができるなどと謳った
勧誘にはご注意ください。
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人材確保に悩む事業主の皆さまへ

このコースは、事業主が雇用管理制度や業務負担軽減機器等（労働者の業務負担の軽減が図ら

れる機器・設備等）の導入など雇用管理の改善を行い、離職率低下の目標などを達成した場合

に最大230万円（賃金要件を満たした場合は最大287.5万円）を助成する制度です。

雇用管理に助成金を活用しませんか？
人材確保等支援助成金 雇用管理制度・雇用環境整備助成コースのご案内

助成内容および助成額

導入が必要なメニュー 助成額 （ ※ 1 ） 上限額 （ ※ 1 ・ 2 ）

A 雇用管理制度の導入

a 賃金規定制度（※３）

（賃金表の整備）

40万円
（50万円）

80万円
（100万円）

b 諸手当等制度

（資格手当などの導入）

c 人事評価制度

（人事評価制度の導入）

d 職場活性化制度

（メンター制度等の導入） 20万円
（25万円）e 健康づくり制度

（人間ドックの実施）

B 業務負担軽減機器等の導入

（労働者の業務負担の軽減が図られる機器・設備等の導入）

対象経費の

1/2
（62.5/100）

150万円
（187.5万円）

（※１）括弧内の金額は、賃金要件（５％以上の賃上げ）を満たした場合の額

（※２）上限額は、複数の雇用管理制度又は労働者の業務負担の軽減が図られる機器・設備等を導入した際の助成上限額

（※３）「a 賃金規定制度」は中小企業が対象

具体的な活用事例

①賃金要件加算なし
合計80万円諸手当等制度（40万円） ＋ 職場活性化制度（20万円） 

＋ 健康づくり制度（20万円）

②賃金要件加算あり

合計287.5万円賃金規定制度（50万円） ＋ 諸手当等制度（50万円）

＋ 雇用環境整備（対象経費の1/2（上限187.5万円）)

LL070401確02
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支給までの流れ

➊ 雇用管理制度等整備計画を策定

提出期間内に本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出・認定

➋ 雇用管理制度または業務負担軽減機器等の導入・実施

雇用管理制度等整備計画の実施期間内に導入・実施

❸ 離職率の低下目標を達成

雇用管理制度等整備計画期間の末日の翌日から12か月経過するまでの

期間の離職率が、目標値を達成していること

➍ 助成金の支給（最大230万円）

賃金要件を満たした場合は最大2 8 7 . 5万円の支給

申請・お問い合わせ先

詳 しい支給要件 、 手続きなどの詳細について 、 ご不明な点は 、 以下を参考に
していただくか 、最寄りの都道府県労働局までお問い合わせください 。

助成金のお問い合わせ先・申請先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawa

se2.html

都道府県労働局・ハローワーク

助成金の詳細

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite

/bunya/0000199292_00005.html
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採用をお考えの事業主の皆さまへ

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）のご案内

LL070401政01

事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた労働者で「再就職援助計画」の対

象となった方または雇用保険の特定受給資格者の方を、早期に雇い入れ、賃金（※）

を雇い入れ前の賃金（※）より５％以上上昇させた事業主に対して助成します。
※ 毎月決まって支払われる賃金をいいます。

◼ 「再就職援助計画」
事業規模の縮小など経済的事情で相当数の労働者が離職を余儀なくされる場合、事業主は、労働者に

対する「再就職援助計画」を作成し、ハローワークの認定を受ける必要があります。

◼ 「再就職援助計画対象労働者」
再就職援助計画の対象となった方のことを指します。再就職援助計画対象労働者証明書をお持ちです。

◼ 「雇用保険の特定受給資格者」

倒産や解雇など、主に会社都合により離職した方のことを指します。

※ 特定受給資格者および特定理由離職者の範囲の概要：

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

◼ 「毎月決まって支払われる賃金」

時間外手当および休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当をいいます（労働

協約、就業規則または労働契約において明示されているものに限ります。）。

より詳しくは、裏面の二次元バーコードからガイドブック p.５をご参照ください。

貴社に雇い入れられる直前の離職の際「再就職援助計画対象労働者（※）」であった方または雇用保

険の特定受給資格者であった方。

※ 再就職援助計画対象労働者は、「再就職援助計画対象労働者証明書」をお持ちですので、採用

応募時や面接時に証明書の有無を確認してください。

・都道府県労働局・ハローワーク

助成金の対象

労
働
者

事
業
主

① 「再就職援助計画対象労働者」または「雇用保険の特定受給資格者」を、その離職日の翌日から３

か月以内に、雇用保険被保険者かつ期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主。

② 当該労働者を、雇い入れ日から６か月を超えて引き続き雇用している事業主。

③ 当該労働者の雇い入れ後の毎月決まって支払われる賃金を、雇い入れ前の毎月決まって支払わ

れる賃金より５％以上上昇させていること。

※試用期間中の賃金が低く設定されている場合は、試用期間後の労働条件による毎月決まって支

払われる賃金と比較することができます。

2025（令和７）年４月１日改正
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LL070401政01

※ 優遇助成は、一定の成長性が認められる事業所の事業主が、「再就職援助計画対象労働者証明書」に

「特例対象者」として記載された方を雇い入れた場合に適用されます。

通常 優遇助成 ※

30万円 40万円

・都道府県労働局・ハローワーク

助成額（対象労働者１人あたり）

申請手続に関する問い合わせ先等

◼ 各都道府県労働局の助成金申請窓口

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html

◼ ガイドブック

支給要件や様式の記載例など、より詳しい内容をご確認いただけます。

URL：https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001234193.pdf

二次元バーコード →

二次元バーコード →

助成金受給までの流れ

対
象
労
働
者
の

離
職
日

３か月

雇
入
れ

５
％
の
賃
金
上
昇

６か月

【支給申請期間】

雇入れ日から起算して６ヶ月を経
過した日（支給基準日）の翌日か
ら２か月以内に申請してください。

２か月

離職日から３か月
以内に雇い入れた
場合が対象です。
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中途採用の拡大に取り組む事業主の皆さまへ

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）をご活用ください

LL070401政08

｢早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）｣は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途

採用の拡大を図る事業主に対して助成するものです。

助成対象となる「中途採用の拡大」とそれぞれの助成額は以下の通りです。

また、下記に加えて常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、中途採用率を公表しているこ

とも助成対象の要件です。

都道府県労働局・ハローワーク

( A )

中途採用率の拡大

助成額：50万円

中途採用率を20ポイント（中途採用率拡大目標値）以上上昇させ
た事業主に対する助成

( B )

4 5歳以上の

中途採用率の拡大

助成額：100万円

以下のすべてを満たす事業主に対する助成

• 中途採用率を20ポイント（中途採用率拡大目標値）以上上昇さ

せた

• うち45歳以上の労働者で中途採用率を10ポイント（45歳以上

中途採用率拡大目標値）以上上昇させた

• 当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて５％以上上

昇させた

申請の流れ

助成対象となる方を雇い入れる前に、前日までに中途採用計画の作成・提出が必要です。

雇い入れ前

中途採用者の雇用管理制度の整備＋対象となる方の雇い入れ

助成金支給

雇い入れ後

• 中途採用計画の作成

• 中途採用に関する情報の公表

（常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主のみ）

中途採用計画を労働局へ提出

（A）中途採用率の拡大

• 中途採用率を20ポイン
ト以上上昇させた

（B）45歳以上の中途採用率の拡大

• 中途採用率を20ポイント以上上昇させた

• うち45歳以上の労働者で10ポイント以上上昇させた

• 当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて５％以

上上昇させた
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① 申請事業主に中途採用※１により雇い入れられた

② 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた

③ 期間の定めのない労働者（パートタイム※２を除く）として雇い入れられた

④ 雇い入れ日の前日から起算してその日以前１年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により

当該事業主の事業所で就労したことがない

⑤ 雇い入れ日の前日から起算してその日以前１年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用

されていた経験が無い

⑥ 雇入れ時の年齢が45歳以上である（「(Ｂ) 45歳以上の中途採用率の拡大」の場合のみ）

※１  新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された方以外を指します。また、ハローワークからの紹介に

よる雇い入れ以外も対象となります。

※２  パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者」

のことを指します。

助成金の対象となる労働者

この他にも要件があります。詳細は「早期再就職支援等助成金ガイドブック」をご確認ください。

ご不明な点は、お近くの都道府県労働局またはハローワークまでお問い合わせください。

ガイドブック お問い合わせ先

以下のすべての条件を満たす労働者が対象です。

以下の「（２）－（１）」を20ポイント以上とすることが必要です。

【例】中途採用率を30％から55％とした場合、「25ポイント」となり要件を満たします。

( A ) 「 中 途 採 用 率 拡 大 目 標 値 」 の 計 算 方 法

(１)
中途採用計画開始日の前日

から過去３年間の中途採用率

(２) 中途採用計画期間終了時の中途採用率

中途採用計画
期間中に
雇い入れた人数

(a) 50人未満

(b) 50人以上
10人＋（期間中に雇い入れた①～⑤の全てに該当する労働者数－10人）×２

×100
期間中に雇い入れた②、③に該当する労働者数

過去３年間に雇い入れた①～⑤の全てに該当する労働者数
×100

過去３年間に雇い入れた②、③に該当する労働者数

期間中に雇い入れた①～⑤の全てに該当する労働者数
×100

期間中に雇い入れた②、③に該当する労働者数

( B ) 「 4 5 歳 以 上 中 途 採 用 率 拡 大 目 標 値 」 の 計 算 方 法

上記(A)に加えて、以下の「（２）－（１）」を10ポイント以上とすることが必要です。

【例】45歳以上中途採用率を20％から35％とした場合、「15ポイント」となり要件を満たします。

(１)

中途採用計画開始日の

前日から過去３年間の

45歳以上中途採用率

(２)
中途採用計画期間終了時の

45歳以上中途採用率

過去３年間に雇い入れた①～⑥の全てに該当する労働者数
×100

過去３年間に雇い入れた②、③に該当する労働者数

期間中に雇い入れた①～⑥の全てに該当する労働者数
×100

期間中に雇い入れた②、③に該当する労働者数
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90 360

就職が困難な方（未経験職種への就職を希望する方）を「採用」し「訓練」を行い

「賃金引上げ」を実現すると以下の助成が受けられます。
（「訓練」や「賃金引上げ」が行われない場合は、通常のコースの助成金が支給されます）

助 成 額 特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）

• 半年ごとに助成金を支給します。「２期」の支払い方法の場合、採用から半年後(１期)、１年後(２期)に

２回支給するイメージです。

• 「短時間」労働者は、 １週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。

• 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。

採 用 す る 労 働 者 合 計 助 成 額 支 払 い 方 法

母子家庭の母

高年齢者（60歳以上）

生活保護受給者等 など

90万円（75万円）
短時間：60万円（45万円）

45万円（37.5万円）×２期
短時間：30万円(22.5万円）×２期

就職氷河期世代を含む

中高年層の不安定雇用者
90万円（75万円） 45万円（37.5万円）×２期

身体・知的障害者

発達障害者、難治性疾患患者
180万円（75万円）
短時間：120万円（45万円）

45万円×4期（37.5万円×２期）
短時間：30万円×４期(22.5万円×２期）

重度障害者、45歳以上の障害者、

精神障害者
360万円（150万円）

短時間：120万円（45万円）

60万円×６期（50万円×３期）
短時間：30万円×４期(22.5万円×２期）

まずは求人提出が必要です。詳細は管轄のハローワークへお問い合わせください

LL070401企05・都道府県労働局・ハローワーク

※短時間労働者以外の場合の助成額

令和４年12月２日以降の採用

万
円

特定求職者雇用開発助成金（採用の助成金） 人材開発支援助成金（訓練の助成金）

～ 45% 75%

助成開始対象

• 特定求職者雇用開発助成金を利用する場合、「賃金助

成額」は支給されず、「経費助成」のみ支給されます。

• 訓練の内容や対象者の違いにより助成率が異なります。

通常の1.5倍

事業主の皆さまへ

特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）拡充のお知らせ

就職が困難な方を採用し、人材育成を行い、

賃金を引き上げることで助成金の額が通常より上がります

※(  )内は大企業に対する支給額

訓練費用の
助成率万

円

※

～助成額
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対 象 労 働 者 の 支 給 要 件

訓 練 と 賃 金 引 上 げ の 支 給 要 件

通 常 の コ ー ス 名 対 象 労 働 者 種 別

特定就職困難者コース
・60歳以上の方 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者

・母子家庭の母等 ・父子家庭の父 ・ウクライナ避難民 など

発達障害者・難治性疾患

患者雇用開発コース
・発達障害者 ・難治性疾患患者

中高年層安定雇用支援

コース
・就職氷河期世代を含む中高年層で、不安定な雇用を繰り返す者

生活保護受給者等

雇用開発コース
・生活保護受給者 ・生活困窮者

就 職 が 困 難 な 方

① １コースの実訓練時間数等が50時間以上※の訓練
※ eラーニング・通信制による訓練の場合は、標準学習時間が50時間以上または標準学習期間が３月以上

② ①以外（50時間未満）の次の訓練

• 人材育成支援コース（有期実習型訓練）

• 人への投資促進コース (高度デジタル人材等訓練)

• 事業展開等リスキリング支援コース

• 教育訓練給付の指定講座（公的職業資格の取得を目的としたものに限る）

正規雇用、無期雇用、有期雇用（自動更新※ ）として採用する方が対象です

※ 「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となります。勤務成績等により更新の有無を判断する場

合等は助成対象となりません。

※ 「中高年層安定雇用支援コース」は、正規雇用の場合のみ助成対象となります。

未経験職種に就職する方が対象です

• 求人内容と職業相談の内容を踏まえて、ハローワークなどから「未経験職種への就職を希望する方」として職業紹介を

します。原則は、それをもって対象者の要件に該当するものとなります。なお、ハローワークでは、求人票の職業分類

番号に該当する職種の経験がない場合を未経験職種と扱います。

• 採用日から起算して過去５年において経験１年未満の職種も、未経験職種として取り扱います。

※パート・アルバイトでの就労経験であっても、正規雇用労働者と同等以上の職業能力を有する場合や、過去10年間に５年以上
「正規雇用労働者」として当該業務の就労経験がある場合は除きます。

採 用 の 雇 用 形 態

こ れ ま で の 職 歴

対 象 と な る 訓 練

賃 金 引 上 げ の 要 件

次のいずれかの人材開発支援助成金を活用した訓練が対象です。

成長分野等人材確保・育成コースの最後の支給対象期の末日までに訓練を開始することが必要です。

「賃金引上げ計画」の計画期間（最大３年）内に、採用時（試用期間がある場合は本採用時）の「毎月決まっ

て支払われる賃金※」が５％以上引き上がっていることが必要です。
※ 年間賞与や超過労働給与額(時間外手当など)、職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)を除いた賃金

• 採用日から３年経過した日に、「天災その他のやむを得ない理由」や「対象労働者の本人の責めに帰すべき理由」など

により、５％以上の引上げを行われていない場合においても、助成対象となることがあります。

• 職務内容などが同一の労働者と比べ、合理的な理由がなく、採用時の賃金を下げている場合などは、助成金が払われな

いことがあります。

• 賃金引上げが、主に最低賃金の改定などを契機に行われるものである場合は、要件を満たしません。

人材開発支援助成金

• 採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります（ただし、「高年齢者（60歳以上」は65歳以上の方も

助成対象となります。また「就職氷河期世代不安定雇用者」は、 1968年４月２日から1988年４月１日生まれの方が

助成対象です。）
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１ ハローワーク等からの職業紹介

４ 人材開発支援助成金の計画届の提出

５ 訓練実施

６ 人材開発支援助成金の支給申請・決定

７ 支給申請・審査・決定

２ 対象者の採用

３ 賃金引上げ計画書の作成

第２～６期支給申請も同様の手続きが必要です支 給 申 請 の 流 れ （ 基 本 的 な 流 れ ）

特定求職者雇用開発助成金の流れ

人材開発支援助成金の流れ

【注意事項】

成長分野等人材確保・育成コースの助成金を受給するためには、第１期支給申請書の提出時に「賃金

引上げ計画書」（上記３）を提出することが必須です。提出を忘れないようご注意ください。

支 給 申 請 の 流 れ

1. ハローワーク、地方運輸局、適正な運用が望める特定地方公共団

体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の

職業紹介で採用した場合のみ、助成金の対象となります。

3. 「毎月決まって支払われる賃金」を５％以上引き上げるための計

画の作成が必要です（提出は「7」の第１期支給申請書の提出時）

4. 原則、訓練開始日から起算して１か月前までに「訓練実施計画

届」などの都道府県労働局への提出が必要です

6. 原則、訓練終了日の翌日から起算して２か月以内に「支給申請

書」(人材開発支援助成金)の都道府県労働局への提出が必要です

• 各支給対象期（賃金締め切り日等の翌日から６か月間）の末日

の翌日から２か月以内に支給申請書の提出が必要です。

• 第１期支給申請書提出時に「賃金引上げ計画書」の提出が必要

です。

• 「人材開発支援助成金の支給決定通知書または支給申請書」と

「賃金引上げ報告書」を提出した後に、高額助成されます

（下記Q＆Aもご覧ください）

7.

申請書類 支給方法の

イメージ

上記の場合、特定求職者雇用開発助成金の支給申請期限※内に、次の書類以外を提出してください。
※各支給対象期（賃金締め切り日等の翌日から６か月間）の末日の翌日から２か月以内

① 人材開発支援助成金の支給決定通知書（または支給申請書）

② 賃金引上げ報告書

その後、訓練実施と賃金引上げの対応が終わったタイミングで、①と②の書類を追加で提出してくださ

い。なお、「最終の支給対象期の申請期限」 「人材開発支援助成金の支給決定日」または「賃金引上げ計

画期間の終了日」の遅い日から起算して２か月以内に対応してください。

人材開発支援助成金の

申請上の注意事項

訓練の終了日や「賃金引上げ計画」の期間終了日が、特定求職者雇用開発助成金の支給申請期間を超え

てしまいます。特定求職者雇用開発助成金は、どのように申請をすればいいですか。Q

①と②の提出時期によっては、助成金を２回に分けて支給することがあります。詳しくは、下記「支給方

法のイメージ」をご覧ください。

【例】母子家庭の母を採用した場合、合計90万円の助成がされますが、通常コース（特定就職困難者コー

ス）の60万円をまず支給し、高額助成分の30万円を後日支給することがあります。

A
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事 業 主 に 関 す る 要 件

□ 雇用保険の適用事業主であること

□ 対象労働者の賃金を支払っていること

□ 労働保険料を滞納していないこと

□
採用日前後６か月間に事業主都合による解雇※

をしていないこと ※勧奨退職を含みます

□

採用日前後６か月間に、倒産や解雇など特定受給資

格者となる理由で離職した被保険者の数が、対象労

働者の採用日における被保険者数の６％を超えてい

ないこと（特定受給資格者となる離職者が３人以下

の場合を除く）

◼ 上記以外にも、支給要件があります。詳細は、 https://www.mhlw.go.jp/content/001310364.pdfをご覧ください。

◼ 他の助成金の支給を受けている場合は、支給対象とならない場合があります。

◼ 国、地方公共団体、行政執行法人など（これらの機関からの委託事業を実施している事業主で、対象労働者が当該委託事業に従事する

場合を含む）の機関は支給対象とならない場合があります。

◼ この助成金を受給した事業主は、国の会計検査の対象になることがあり、検査の対象となった場合は、ご協力ください。また、関係書

類は、支給決定がされた時から５年間整理保存してください。

◼ 偽りその他不正な行為によって助成金の支給を受け、または受けようとした場合は、不支給決定または支給決定の取り消しを行います。

この場合、すでに支給された助成金は全額を返還するともに、不支給決定または支給決定の取り消しを受けた日以後５年間は各種助成

金の支給を受けることができません。さらに、特に悪質なものについては、原則公表となるほか、詐欺罪などにより刑罰に処される場

合があります。

対 象 労 働 者 に 関 す る 要 件

□
ハローワークなどの職業紹介以前に雇入れに向けた選考

を開始していた者でないこと

□ 職業紹介時点で、在職している者でないこと
※就職氷河期世代などの場合を除きます。

□
採用した事業所と関係のあった者でないこと
※過去３年間に事業所で就労させたことがある場合

※事業主と３親等以内の親族である場合 など

□
助成金の対象期間の途中などにおいて、離職した労働者

でないこと
※労働者の責めに帰すべき理由による解雇などは除きます。

□
性風俗関連営業などを行っており、接待業務などに従事

する労働者でないこと

そ の ほ か の 主 な 支 給 要 件

ご 注 意 く だ さ い

特定求職者雇用開発助成金と、人材開発支援助成金の賃金助成額は、同一の労働者に対するものは、いず

れか一方の額のみ支給されます。

特定求職者雇用開発助成金の受給を希望する場合は、人材開発支援助成金の支給申請時にあらかじめ「特

開金（成長コース）(対象者：●●）」と記載する必要があります。「人材開発支援助成金の申請上の注

意事項」（前のページのQRコード参照）のリーフレットもご覧ください。

なお、賃金助成額は、訓練１時間当たり最大960円の助成額ですので、90万円（短時間60万円）の助成

額の方（母子家庭の母など）は、468時間以下（短時間312時間以下）の訓練時間であれば、特定求職者

雇用開発助成金の助成額の方が高くなります。詳しくは、下記早見表をご覧ください。

人材開発支援助成金 賃金助成額（訓練１時間当たり）

380円 475円 480円 600円 760円 960円

成
長
分
野
等
人
材
確
保
・
育
成

コ
ー
ス
の
合
計
助
成
額

45万円 592時間 473時間 468時間 375時間 296時間 234時間

60万円 789時間 631時間 625時間 500時間 394時間 312時間

75万円 986時間 789時間 781時間 625時間 493時間 390時間

90万円 1,184時間 947時間 937時間 750時間 592時間 468時間

120万円 789時間 631時間 625時間 500時間 394時間 312時間

150万円 1,315時間 1,052時間 1,041時間 833時間 657時間 520時間

180万円 1,184時間 947時間 937時間 750時間 592時間 468時間

360万円 1,578時間 1,263時間 1,250時間 1,000時間 789時間 625時間

【早見表】
⚫ 下表は、第１期支給対象期（採用日等から６ヶ月以内）に訓練を実施・終了した場合※において、成長分野

等人材確保・育成コースの助成額と人材開発支援助成金の賃金助成額を比較したものになります。
※ これ以外の時期に訓練を実施・終了する場合には下表とは異なる取扱となります。労働局にお問い合わせください。

⚫ 下表に記載のある「訓練時間」以下の場合には、人材開発支援助成金※ （賃金助成額） より、成長分野等人

材確保・育成コースの助成額が高くなります。
※ 建設労働者技能実習コースの場合は、訓練時間数にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コースの助成額が高くなります。

※合計助成額の詳細はP1に掲載

人材開発支援助成金は、訓練経費に対する助成（経費助成）と、訓練期間中の労働者の賃金に対する助

成（賃金助成）があります。いずれも支給されますか。Q

A
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※１ 出向中の労働者に対する賃金は出向前に支払っていた賃金以上の額を支払う必要があります。
※２ 雇用保険の基本手当日額の最高額（令和6年8月1日時点）。毎年8月に改正されるためご注意ください。

助成対象となる「出向」とは?

助成の内容

助成額の算出例（イメージ）
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※1 出向元事業主と出向先事業主との間で、出向期間、出向中
の労働者の処遇、出向労働者の賃金額、出向元・先の賃金
などの負担割合などを取り決めてください。

※2 出向元事業主が出向計画届を作成し、出向開始日の前日
（可能であれば２週間前）までに、都道府県労働局または
ハローワークへ提出してください。

※3 労働者の出向復帰後６か月間の各月の賃金を出向前賃金と
比較していずれも５％以上上昇させる必要があります。

※4 出向復帰後６か月後の賃金支払日の翌日から起算して２か
月以内に出向元事業主が支給申請書を作成し、都道府県労
働局またはハローワークへ提出してください。

※5 支給申請書に基づき、出向元事業主に助成金を支給します。

・出向元事業主と出向先事業主との契約※1
・労働組合などとの協定
・出向予定者の同意

１

出向計画届（スキルアップ計画を含む）の提
出・要件の確認※2

２

出向の実施（１か月間～２年間）３

出向から復帰（賃金上昇）※3４

支給申請※4
助成金受給※5（最⾧１年分）

５

受給までの流れ

｢在籍型出向｣の活用事例

日本酒醸造業（出向元）

コロナ禍のため海外で人気が高い日本酒の輸
出にも影響は出ているが、将来的に酒米の栽
培も視野に入れている。今後のために米作り
を行っている法人に若手従業員を出向し技術
習得をさせたい。

耕種農業（出向先）

水稲、大豆など生産・出荷を行っている。大型
農業機械を導入しスマート農業で生産性向上を
図ることで、週休二日制や大型特殊車両の資格
取得支援など従業員の労務管理を行っている。

温泉旅館業（出向元）

老舗旅館を経営しているが、最新型ホテルの
優れたサービスを学ぶため、出向させたい。

ホテル・サービス業（出向先）

老舗旅館からの出向であることから、スタッフ
のスキルアップにもつながると考え、初めて出
向を受け入れた。

製造業（出向元）

事業体制見直しの中で新製品の事業開拓を進
めるため、従業員のスキルアップやキャリア
形成をしたい。
ロボット組立の最先端工場で経験を積ませ、
組立技術やライン管理、安全管理技能等の習
得を目指すことにした。

産業用電気機械器具製造業（出向先）

海外でのロボット需要拡大で製造現場の人員が
不足しており、質の高い人材を探していた。
違う環境・職種へチャレンジしたいという意欲
のある人材を受け入れることとした。

助成金を受ける際の支給要件は、このリーフレットに記載されている以外にもあります。
ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。
※助成金の相談・申請先は（公財）産業雇用安定センターではありません。ご注意ください。

申請・お問い合わせ先
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（公財）産業雇用安定センターではスキルアップ支援コース
（在籍型出向）のマッチングを無料で支援しています

おすすめの利用方法
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https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ 
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申請書類を令和８年３月２日（月）【必着】までに、徳島県生活環境部労働雇用政策課に
提出してください。
※予算の範囲内で交付するため、申請期限内に募集を終了する場合があります。
※詳しくは県HPをご確認ください。

社会保険労務士への依頼を考えている方は、
補助制度の活用もご検討ください！！

（ア）

（イ）（ア）

設備投資等に
要した費用

×
１／４

徳島県賃上げ応援サポート事業のご案内

設備投資等の生産性の向上に取り組み、
賃上げを行う「中小・小規模事業者」を支援します！

●令和７年４月１日以降に徳島労働局に
国の「業務改善助成金」の交付申請を行い、
令和８年２月２７日（金）までに確定通知を
受けていること 等 

 「徳島県賃上げ応援サポート事業」に関するお問い合わせ
    〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
    徳島県生活環境部労働雇用政策課 労働・働きがい推進担当  TEL：088-621-2346

MAIL：roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp  FAX：088-621-2852

①国の業務改善助成金の上乗せ助成

（イ）「キャリアアップ助成金
(社会保険適用時処遇改善コース）」

※令和７年４月１日以降にキャリアアップ計画書を提出し、
令和８年２月２７日（金）までに、徳島労働局に受理されていること。

＜対象要件＞

申 請 方 法

のみ申請

次の（ア）「業務改善助成金」､（イ）「キャリア
アップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）」
の書類作成等に係る社会保険労務士への報酬費用を
補助します。（※1）

＜補助額＞

●報酬費用に補助率1/2をかけた額（上限：10万円）

設備投資額が助成上限額内の場合

②社会保険労務士への報酬費用補助

業務改善助成金については
こちらをご確認ください。

賃上げに取り組む事業者必見！ 令和７年度版

生産性向上のために設備投資等を行うとともに、
賃金引き上げに取り組み、国の「業務改善助成金」
を受給した事業者に対して、「業務改善助成金」の
助成率に応じて、助成金を上乗せして補助します。

＜申請手順＞

県HPはこちら！

設備投資等に
要した費用

×
１／５

＋

「①上乗せ助成」と
あわせて提出

「①上乗せ助成」と
あわせて提出

単独で提出のみ申請

（※1）年間契約をしている場合は、上記（ア）､（イ）の書類作成等を依頼したことで、追加で発生した料金部分を補助対象とします。

（イ）

（ア）「業務改善助成金」

※令和７年４月１日以降に労働局に「業務改善助成金」の交付申請
を行い、令和８年２月２７日（金）までに、額の確定通知を受けて
いること。

を申請

※（ア）及び（イ）の両方を提出する場合、
上限額は各10万円となります。

※設備投資が助成上限額を超える場合は、一部負担あり

実質
負担なし！

徳島県 賃上げ応援サポート 検索

県の助成率国の助成率

＋

＋

＝

＝

国と県を
あわせて

設備投資等に
要した費用

×
５／５

設備投資等に
要した費用

×
３／４の場合

設備投資等に
要した費用

×
４／５の場合

設備投資等に
要した費用

×
４／４
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労務費転嫁指針の認知度が

全国平均で約50％にとどまっていた
徳島県 40.８% 香川県 45.８%

愛媛県 48.３% 高知県 45.４%

令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する

特別調査 の結果を公表！

R６

12.16

労務費転嫁指針を知らなかった事業者

において、労務費の価格転嫁が低調

労務費転嫁指針を知っていた者の方が、知らなかった者

より、価格交渉において、労務費の上昇を理由とする取引

価格の引上げが実現しやすい傾向が確認されています。

まずは、労務費転嫁指針を知ることからはじめよう！

明らかになった課題

今後の取組

✔ 労務費転嫁指針等の普及啓発

✔ 事業者名の公表に係る方針に基づく個別調査の実施

✔ 優越的地位の濫用等に対する厳正な法執行

✔ 事業所管省庁との連携等による下請法執行強化

公正取引委員会事務総局四国支所

高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館8階 TEL：087-811-1750
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労務費の転嫁に関する

情報提供フォーム（匿名可）を設置

発注者として採るべき／求められる6の行動

労務費の転嫁に係る価格交渉について、

発注者・受注者それぞれが採るべき／求められる行動を

12の行動指針として取りまとめたもの

12の行動指針に沿わない行為をすると、

独占禁止法や下請法上問題となるおそれ

01 本社（経営トップ）の関与

02 発注者側からの定期的な協議の実施

03 説明・資料を求める場合は公表資料とすること

04 サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと

05 要請があれば協議のテーブルにつくこと

06 必要に応じ考え方を提案すること

労務費転嫁

01 相談窓口の活用

02 根拠とする資料

03 値上げ要請のタイミング

04 発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示

01 定期的なコミュニケーション

02 交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管

受注者として採るべき／求められる4の行動

発注者・受注者双方が採るべき／求められる2の行動

指針
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